
会 議 録 

会議の名称 平成24年度第22回選挙管理委員会 

開 催 日 時 平成25年３月２日（土）午前10時15分から午前11時25分まで 

開 催 場 所 西東京市役所保谷庁舎別棟 選挙管理委員会事務局室 

出 席 者 
中山寛子委員長・田崎敏男職務代理・長谷川征二委員・中城達雄委員 

澤谷繁幸事務局長・菱川勝也係長・山本直哉主事 

議 題 

議案第66号 平成25年３月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時登録）の決

定について 

議案第67号 西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について 

議案第68号 西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

議案第69号 今までの選挙啓発の反省とこれからの対策を市民に公表するこ

とを求める陳情 

そ の 他 

◎ 委員長 

本日は、お忙しいところ御参集いただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから平成 24年度第 22回西東京市選挙管理委員会を

開催いたします。 

本日の議案は４件とその他でございます。 

初めに、議案第 66号『平成 25年３月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時登録）の

決定について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

◎ 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

資料の１㌻をお開きください。 

議案第66号『平成25年３月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時登録）の決定につい

て』を御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第19条（永久選挙人名簿）第２項の規定に基づき、選挙人名簿を調

製・保管するために御決定をいただくものでございます。 

  ２㌻に、各投票区別に登録者数を調整しております。 

内容につきましては、資料の左が今回登録となった各投票区別の人数、右側が前回の登

録者数で、今回の場合は平成25年１月26日の選挙時登録のものとなっております。 

左側の欄の一番下の合計欄を御覧ください。平成25年３月２日現在の定時登録者総数

は、男性が59人減、女性が４人減、合計で63人減となり、男性78,564人、女性82,879

人の計161,443人となるものでございます。 

次の３㌻は公職選挙法第23条（縦覧）第１項の規定に基づく選挙人名簿（定時登録）の

縦覧場所及び縦覧期間の告示（告示第62号）の写しを、４㌻は公職選挙法第30条の７（在

外選挙人名簿に係る縦覧）第1項の規定に基づく在外選挙人名簿の縦覧場所及び縦覧期間

の告示（告示第63号）の写しを、５㌻は地方自治法第74条（条例の制定又は改廃の請求

とその処置）第５項及び第75条（監査の請求とその処置）第５項の規定による有権者数の



50分の１の告示（告示第64号）の写しを、６㌻は地方自治法第76条（議会の解散の請求

とその処置）第４項、第80条（議員の解職の請求とその処置）第４項、第81条（長の解

職の請求とその処置）第２項及び第86条（主要公務員の解職の請求とその処置）第4項並

びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条（解職請求）の規定に基づく有権者

数の３分の１の告示（告示第65号）の写しを、それぞれ添付してございますので、後ほど

御確認をお願いいたします。 

以上、議案第66号『平成25年３月２日現在の選挙人名簿登録者数（定時登録）の決定

について』の説明とさせていただきます。 

 

◎ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

◎ 各委員 

  特になし 

 

◎ 委員長 

特にないようですので、議案第 66号『平成 25年３月２日現在の選挙人名簿登録者数

（定時登録）の決定について』は、この案のとおり決定いたします。 

次に議案第 67号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』と、議案

第 68号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』を議題といた

します。この２件は、関連いたしますので、一括で事務局から説明を求めます。 

 

◎ 事務局 

それでは、７㌻をお願いいたします。 

議案第67号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』を御説明いたし

ます。 

  ８㌻をお願いいたします。 

  本案は、公職選挙法第30条の６（在外選挙人名簿の登録）第１項の規定に基づき、西東

京市在外選挙人名簿に登録されるものでございます。 

  西東京市選挙管理委員会委員長に対し在外選挙人の登録申請をした者の内、昨日までの

間に登録の資格を有することが確認された者で、男性９人、女性７人の計16人が新たに西

東京市在外選挙人名簿に登録されます。詳細につきましては、後ほど資料を御覧いただけ

ればと思います。 

 続けて、資料９㌻、議案第68号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定

について』を御説明いたします。 

 10㌻をお願いいたします。 

 本案は、公職選挙法第30条の11（在外選挙人名簿の登録の抹消）第１項の規定に基づ

き、西東京市在外選挙人名簿から登録抹消されるものでございます。 

内容といたしましては、男性が８人、女性が２人の計10人で、それぞれ登録抹消の要件

に該当するに至った者でございます。詳細につきましては後ほど資料を御覧ください。 

 以上で、議案第67号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定について』及び議

案第68号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』の説明とさせ

ていただきます。 

 



◎ 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御意見ございますか。 

 

◎ 各委員 

  特になし 

 

◎ 委員長 

特にないようですので、議案第 67号『西東京市在外選挙人名簿に登録される者の決定

について』と議案第 68号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定につい

て』は、この案のとおり決定いたします。 

次に議案第 69号『今までの選挙啓発の反省とこれからの対策を市民に公表することを

求める陳情について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

◎ 事務局 

それでは、恐れ入ります。11㌻をお願いいたします。 

議案第69号『今までの選挙啓発の反省とこれからの対策を市民に公表することを求める

陳情について』を御説明いたします。 

 12㌻をお願いいたします。 

  平成25年２月18日に本議案の陳情が選挙管理委員会に提出されました。 

本陳情において、陳情者は、２月３日執行の選挙について、投票率が過去最低であり、

同日に他市で行われた選挙に比べても投票率が悪いことについて、選管の対応が遅いこと

に憤りを感じている、投票区の見直しのパブリックコメントで投票率の低下を指摘し、実

際に投票率が下がっており、選挙のデータ分析を公表すること、投票率の改善について考

えること、選挙執行費用の公表を求めております。 

  選挙データの公表は、選挙の記録にして冊子にして公表しております。また、選挙執行

費用については、予算書で公表し、決算で実績額を決算書にして公表しております。 

  ２月３日の選挙から選挙公報をホームページでも見られるようにし、市のツィッターを

利用して選挙情報を発信してきたところです。 

  投票率の向上については、選挙の種類、選挙の争点、当日の天候など様々な要因が絡ん

でいると思いますが、明るい選挙推進委員の方々と協力し、さらなる向上を図りたいと思

います。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

  暫時休憩をお願いします。 

 

◎ 委員長 

説明が終わりました。委員会を暫時休憩といたします。 

委員会を再開いたします。 

 

◎ 委員長 

議案第 69号『今までの選挙啓発の反省とこれからの対策を市民に公表することを求め

る陳情について』は、趣旨採択とし、選挙啓発に向けては今後も調査研究するという意見

を付すことに御異議ございませんか。 

 

◎ 各委員 

  異議なし 

 



◎ 委員長 

御異議なしと認めます。よって議案第 69号『今までの選挙啓発の反省とこれからの対

策を市民に公表することを求める陳情について』は、趣旨採択とし、選挙啓発に向けては

今後も調査研究するという意見を付すことといたします。 

次に、『その他』に移りたいと思います。事務局から何かありますか。 

 

◎ 事務局 

臨時議会での質問について御報告します。 

２月26日の臨時市議会で緊急質問及び専決いたしました補正予算について質問があり

ました。 

緊急質問は、市長選挙においての公報の配布のこと、確認団体のポスターのこと、イン

ターネットの更新のことでした。 

専決予算の質問は、４人の議員からありました。 

啓発の関係、ポスター掲示場の関係、投票区の変更の影響、無効投票の関係、選挙公報

の配布のことでした。 

去る２月26日の平成25年第一回臨時会の本会議において選挙管理委員会委員の３月８

日の任期満了に伴う選挙があり、新たに選挙管理委員４名の方が選任された旨の通知を市

議会議長からいただきました。新たに委員に選任された方は、西村誠一氏、鈴木宏一氏、

添島幸雄氏、上原敏彦氏でございます。   

また、補充員に選任された方は、平井勝氏、岩越笙子氏、松岡俊光氏、堀江武司氏でご

ざいます。 

今回が現職の皆さんの最後の委員会になると思います。 

委員長につきましては、地方自治法施行令第140条で準用する第124条の規定により事

務引継ぎ書を作成して引き継ぐことになっております。来週９日においでいただき、新た

な委員長と引継ぎをしていただければと思います。 

皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

◎ 委員長 

事務局からの連絡等は終わりました。他になければ、本日の第 22回西東京市選挙管理

委員会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

 

11時25分 終了   

以上 


